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令和２年度
道事

水道だよ り　 第３２号
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鬼北ＩＴ役場水道課
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算のあらまし

｜

令手口２年度鬼ｉヒｍＴ水道事業決算は，令和３年９ ＪＥ１２ ２日 に開かれた令和３年第３回鬼ｔｍＴ議台定例
会で認定されました。 決算の概Ｓはまのとお りです。

－
‐

経営状況等

財政状・等

令１【】 ２年度決算状・は、収益白４ｊ収支は総ｊｌ又益３９ ８， ３９ １千 ＦＩ で、 うち給水ｊｌ又ＩＥ（水道料・ｊ４又入）
などの営業収益が２６０， ０１ ８千 Ｆエｌ、 他会ｌ十補自白、 長期前受金戻入などの営業夕１．ｊｌ又きが１３８，３
７３千ＦＩとなっています。―力、 Ｅ水ａび給水１、 減価償却費などの総費タ目 は３０２，７４７千ＦＩで、総
収益から総費Ｊｉｌを差しｇｌ いた当年度純利益は９５， ６４４千ＦＩ となり、 前年度繰越利益剰余金９９，７
３７千ＦＩ、 処分済利益剰余金８０，０００千ＦＩを合わせ、 当年度未処分５ＦＩ』 益剰余金２７ ５， ３８１千Ｆ９を
計上しました。

また、資本白そｊ収支については、 企業債、 Ｉ庫支ｉｔ、 他台計負担ｔ、工事負担ｔなどのｊｌ又入が２
０８ ，３４０千Ｆエｌ に対し、 建ａ改良費、 ｔ■債償１金のまｉが３５ ７， ２４７千 Ｆ９ で、 ・Ｓ １１１又ま：；Ｆ ＩＳ１
４８ ，９０７ 千Ｆエｌ は、 減債積ｉ：ｔ２０ ，０００千ＦＩ、 建設改良積：！：Ｅｔ　６０ ，　 ０００千 Ｆエ１、 ｉ年度分損ＥａＥ勘定
回保資金６８，９０７千Ｆ９で補填しました。

さて、令和２年度においてはＪヒ較的降雨が１かったｌ：場には、 水源地の水位が大幅に低下する
ことはありませんでしたが、１ ２ＪＥＩ からＩＪＥＩ については雨が少なく水位水量を調整することで給水制
ｌｌを回避しました。 また、Ｉ ＪＥ１８ 日からの寒波により、 橋・■架している給Ｅ水管の凍結Ｓ損、 宅ｌ大Ｉ
Ｅ管の破裂に伴う漏水が１数ｊｌｔ し、 Ｅ水ｌ！の水｛ｉｌが急激にｔ下し、一部のご家庭についてＳ水
とな りま した が、 水道課職 員ｊａ外 の役場職員による早期 のき回により 、被害を最小限にとどめる こと
ができました。

事業ｉでは、 日吉ｔｌＺの電気計装設備・新工事を実施し、モバイルデータａ信による施設の稼働
状Ｓの監視がｉｒ能となりました。 また、Ｓ野４ ｊｉ ＩＺ のき朽４ヒしたＳ水管の布設工事を実施、大藤水
素導水ポンプ等のミ替工事を実施しました。

給水状況

給水人口 は９，５５４人， 給水栓数は４，７ １２件， 当年度総Ｅ
水ｉ は１ ，２ ７９ ，４８５ ｒｒｉ、 当年度有 ＪＩ又水 ｌ： は９５２ ，６ ７２ ｒｒｉで有１１又
阜は ，７ ４． ５（Ｍ， となりま した。
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長期前受金戻入
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宅内漏水にっいて″

水　 だよ り（ ３）

最・、ｔ ｌ：大１漏水が増えてきています。 最初はタ１：でも、次第にそのｌ：が１ぐなり気イ才かずにいる
と兔、わぬ高い水道料金を支払わなければならないことになります。

また。長時ＦＭＩ漏水が続きますとＥ水たの水が徐４ になくな り、 給水ＩＺ 域｜大｜ が断水となる ｉｉｌ能性
もあ り、 大り］な水資源を無駄にすることにもなります。 早期ｔ戛。・早期修３１をお願 いします。

また、長期；；Ｆ在の場合は、 水道の止水栓を閉めることをおすすめします。
なお、修ＥＩＲＪｉｌ は各 自のａ担となります。

水道　－ ｆ
ｓ
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お宅の水道メーター（量水器） がどこにあるかご存じですか。
ご存 じない方 は、 一度確認 してみてください 。メーターボックス
の中 にある水道メーターのふたを開 ける と、 右の写真のように
なっています。

毎ＪＥｉｌ点検する日 を定めてメーターを確認すると 、ＪＥｉｌ４ の使 Ｊｌｌ
水量や漏水の発ＩＥがわかります。 家ｑ＝１ の水道の蛇口を全部
しめ た４犬態で、 水道メーターのパイロ ットマーク（もの写真の
矢印 のところ）が回っている場合は、どこかで漏水しているこ
とになり ますので、ｉ！め に鬼 ＝ｉ ヒｍＴ指定給水装１：エ事事業者に
修３１を依頼してください。

なお、漏水による使Ｊｉｌ水量の増加Ｓヽにも水道料１１がかかり
ます のでごま意くださ い。 （；；Ｆ ｉｌ抗力 によ るｊき下漏水等の場

合に 限り 、水道料金の減免が受 けられる場合があ りますので
水道課までご連絡ください。）

が使 ＪＩＩ水量が多いとＳつた ら、

メーターをまず確認してみてください

メ

＼

に
Ｌ

へ
一
ブ

ｙ
八
八

ｉ哮 ｀Ｗ。ふ。・儔ｇｙ・゚ －

針のお願い
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パイロッ トマーク

水道課では、 毎ＪＥｉｌ初めに各家庭ａび事業所等の水道使Ｊｉｌ
量の定期検針を行っております。
水道メーターの設置場所は、ｌｉ水管からの り｜ 込状況によっ

てそれぞれにＸなっておりますが、 メーターの設置場 Ｒｌｉやｉ近
に飼 い：犬をつながれている場合は、検針員が５怖を覚えたり
危険を感じる場合があります。
そのため 、検針ができなかった場合は使Ｊｉｌ者の方なの］Ｆ利

ａになる場合も考えられますので、 ・大を繋ぐ場ｉｇｉには十９・Ｅ
慮いただきますようお願いいたします。

’二　Ｊｊ　　　　　　！・

水道料金の支払いは、 便禾ｌｊな口座振替があります。
詳しくは、水道課にお問い合わせいただくか、ＩＴ指定の１１

融機関窓 口に備え付けてあ ります口 座振替串 しｉ！み書によ
り串 しｉ２ｓみを してください。
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水道だよ り（ ４）

水道の使Ｊヨ目開始・中止・工事をされる方は

手続きが６ｘｔす ／
４

／
ｓ

水道を使丿目もしくは４１止する時や、 新設等の工事をする場合は、早めの手続きをお願いします。

水道の使 Ｊｉｉｌ を１１１１台 （開栓） するとき ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥「水道使Ｊｉｌ 串Ｒ書」 の提ｉ

水道の使 Ｊｉｌを キ止 （閉栓） するとき ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥「水道使Ｊｉｌ 中止■」 の提ｉ

給水装置の新設、 改造、修繕又は撤ｉ！ｉするとき‥‥「給水装置工事串１１書」の提ｉ

相続などで使ＪＥ目者の４５前を変ｌｌするとき　‥‥ ‥‥‥「水道使ＪＩ変・Ｊｉ」の提ｉ

＜注意ン‥

気Ｓがマイナス４°Ｃな下になると。水道管が凍つたり、 破裂する事ａが１くなります。　；ｌ ヒＩＳ】きの 日陰や
ＪＩ当たりの強いところにある水道ｌ、 またＳタ１ヽにある水道管やメーターボックスは特に注意をしてくださ
い。

本格 １１そ】 な寒 １まが襲来するまでに 、ｉ！め に水ａ管の凍結防止対策をしま しよう。

＊防寒方法
・水道管には、布ち１］れやＳ泡スチロールなどの保Ｚ材を巻き付けます。 その上に
ビニールテープなどを巻いて、 保温材がぬれないようにしてください。

・メーターボックスには、 布りｌれなどを詰めると効果ａそ】です。

＊もし凍ってしまったら
・　 自然に解けるのを待つか、 凍った蛇口や水道管にタオルをかぶせて、

その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。

熱湯は絶対にかけないでください。 破裂の原回となります。

＊万一破裂してしまったら
・メーターボックス｜；ヌ９のバルブ（止水栓） を閉め、 水を止めてから鬼 ニ１ヒｌでｒ指定給水
装置工事事業者に修３１を依頼してください。（ ：；Ｆｌｉｌな場合は水道課までご連絡ください。）

※メーターボックスより宅地内側の水道管が破裂した場合の水道料金ａび修繕費
は、 各自の負担となります。
また、経年劣化・凍結破損によるｒ水は、減免措置がありますので、水道課まで

ご連絡ください。

道メー－の】ｌ又　えにご カ Ｎ いしま　☆

水道メーター （量水器）は 、使 Ｊｉｌ水量を ：ＥＥ確に計量するために定期 的にミ替 える ことが計量法で
義務やｊ・け られてお り、 鬼；ｉヒ ｌＴでは８年に１ 回・替えを行っています。

１又替え ｆｌ≡業 のため敷ｊき ｜大ｌに ：ｌｉ：ち入 らせ て・ｌきます が、 メーターが家 の４］や車の下にあるなど支
障とならない限りｉ：会い頂く必要はありません。

～ｌｌ又替えに費ＪｌｌはＳりません～


